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平成25年5月8日

都道府県医師会長殿

日本医師会長
　　横　倉　義　武

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について

　平成25年4月16日付厚生労働省告示第147号をもって薬価基準の一部が改

正され、告示の日から適用されました。

　今回の改正は、薬事法の規定に基づき承認を得た新医薬品「スタリビルド配

合錠」（効能・効果：H　I　V－1感染症）を薬価基準の別表に第21部追補（17）

として収載したものであります。

　なお、同目付厚生労働省告示第148号及び厚生労働省保険局医療課長通知（保

医発0416第1号）により、上記品目については新医薬品の処方日数制限（1回

14日分まで）の例外とすること等が示されておりますが、その詳細は下記のと

おりであります。

　つきましては、以上の改正内容に関して、貴会会員に周知くださるようお願

い申し上げます。

　なお、本件につきましては、日本医師会雑誌6月号に掲載を予定しておりま

す。また、日本医師会ホームページのメンバーズルーム中、医療保険の「医薬

品の保険上の取扱い等」に掲載を予定しております。

記

1　薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

　　スタリビルド配合錠
　　　本製剤の特殊性にかんがみ、当該製剤を使用した患者に係る診療報酬明



細書等の取扱いにおいては、当該患者の秘密の保護に十分配慮すること。

2　新医薬品の処方日数制限の例外について

　新医薬品（薬事法（昭和35年法律第145号）第14条の4第1項第1号に規
定する新医薬品をいう。）については、薬価基準の収載の翌月の初日から起算

して1年間は、原則、1回14日分を限度として投与又は投薬することとされ
ているが、処方日数制限を行うことが合理的でないと考えられる新医薬品につ

いて、当該処方日数制限の例外を設けているところ。

　今般、掲示事項等告示の改正によって、新たに当該制限の例外とされる新医

薬品は、次のとおりであること。

・スタリビルド配合錠

以上

（添付資料）

1．官報（平25．4．16　第6027号抜粋）

2．使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について

　　（平25．4．16保医発0416第1号　厚生労働省保険局医療課長）

（参　　考）

1．薬価基準収載希望品目一覧表（薬効分類別）新医薬品
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平成25年4月16目

地方厚生（支）局医療課長
都道府県民生主管部（局）
　国民健康保険主管課（部）長
都道府県後期高齢者医療主管部（局）

　後期高齢者医療主管課（部〉長

殿

．厚生労働省保険局医療課長

　（公　印　省　略　）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について

　「使用薬剤の薬価（薬価基準）」（平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」
という。）及び「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める
掲示事項等」（平成18年厚生労働省告示第107号。以下「掲示事項等告示」という。）に
ついては、平成25年厚生労働省告示第147号及び第148号をもって改正されたところです
が、その概要は下記のとおりですので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対し
て周知徹底をお願いします。

記

　1　薬価基準の一部改正について
　（1）薬事法（昭和35年法律第145号）の規定に基づき製造販売承認され、薬価基準へ
　　　の収載希望があった新医薬品（内用薬1品目）について、薬価基準の別表に収載
‘　　したものであること。

（2）　（1）により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりで
　あること。

区　分 内　用　薬 注’射　薬 外用　薬 歯科用薬剤 計

品目数 9，669 4，012 2，511 27 16，219



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，2　薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
　　スタリビルド配合錠
　　　本製剤の特殊性にかんがみ、当該製剤を使用した患者に係る診療報酬明細書等
　　の取扱いにおいては、当該患者の秘密の保護に十分配慮すること。’

3　掲示事項等告示の一部改正について
　新医薬品（薬事法（昭和35年法律第145号）第14条の4第1項第1号に規定する新
医薬品をいう。）については、薬価基準の収載の翌月の初日から起算して1年間は、
原則、1回14日分を限度として投与又は投薬することとされているが、処方日数制限
を行うことが合理的でないと考えられる新医薬品について、当該処方日数制限の例外
を設けているところ。

　今般、掲示事項等告示の改正によって、新たに当該制限の例外とされる新医薬品は、
次のとおりであること。

・スタリビルド配合錠

、



（参考）

薬価基準告示 、

N　o 薬価基準名 成分名 規格単位 薬’価（円）

’1 自用薬． スタリビルド配合錠
　　　　　’Gルビテグラビル／コビシスタット／エムトリシタビン
^テノホビル　ジソプロキシルフマル酸塩 1錠 6，749．30





（参　考）

　　　　薬価基準収載希望品目一覧表（薬効分類別）新医薬品

1

薬効

ｪ類
銘柄名（会社名） 規格単位 成分名 用　法　　・　用　量

内625 スタリビルド配合錠 1錠 エルビテグラビ 通常，成人には1回1錠（エル
（日本たばこ産業株式 ル／コビシスタ ビテグラビルとして150mg，コ

会社） ット／エムトリ ビシスタットとして150mg，エ
シタビン／テノ ムトリシタビンとして200㎎及
ホビル　ジソプ びテノホビル　ジソプロキシル
ロキシルフマル フマル酸塩として300㎎を含
酸塩 有）を1日1回食事中又は食直

後に経口投与する。

（効能・効果）

HIV－1感染症

1




